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水と緑を守り育てていくまち

（仮称）南沢森の広場の整備…緑化重点地区の樹林地１,６３９㎡を借り上げ散
策路を整備して開放します

子どもがのびのび心豊かに育つまち

ひばり保育園および（仮称）ひばりが丘児童館施設購入…ひばりが丘団地
建て替え工事に伴い独立行政法人都市再生機構から購入し、１８年４月開

設を目指します

市立保育園給食調理業務委託…調理にあたる職員の退職に伴い、基本方針
の保育園公設民営化と切り離して２園で１０月から予定しています

本村小学校東校舎および下里中学校北校舎耐震補強工事…教育環境の安
全確保にとどまらず、災害時の避難所としての役割からも耐震補強工事

は計画的に進めていきます

学校教育サポート事業…国の緊急地域雇用創出特別基金事業の終了に伴
い、市の事業として小・中学生生活相談指導員派遣事業等を実施します

高齢者がいきいき幸せに暮らせるまち

（仮称）中央町地区センター建設工事…老人保健センターに、コミュニティ
機能を加えた飲食も可能な施設として、１８年春の開設を目指します

（仮称）保健福祉総合センター改築工事…保健、福祉 ､医療の拠点となる同
センターは、１８年春以降のオープンのため改築工事に入ります。なお、同

センター内に子ども家庭支援センターを開設します

福祉有償運送運営協議会の設置…道路運送法の改正により一定の手続き、
要件の下でＮＰＯ等非営利法人の自家用車による福祉有償運送が許可さ

れることになりました。市でもその一環として運営協議会を設立します。複

数の市での共同設置の動きがあれば参加することも念頭に置いています

特別養護老人ホームのオープン…社会福祉法人園盛会の協力を得て１０７床
全個室型の特別養護老人ホーム（仮称）多摩の里けやき園を弥生に誘導し、

４月にオープンの運びとなりました

小児初期救急医療に係る施設の充実…東久留米市、西東京市、東村山市、
清瀬市の４市は小平市医師会を含む５市医師会の協力を得て、東村山市

にある多摩老人医療センター内に都内で初の広域的な小児初期医療体制

が構築され、６月以降、平日準夜間帯の小児初期救急診療が実施される見

通しとなりました

豊かな出合いでにぎわうまち

柳久保小麦ブランド化支援…柳久保小麦が流通システムの軌道に乗るま
で農業連絡協議会を通じて補助を行い、東久留米市のオリジナル・ブラ

ンドの商品化を目指します

快適な都市環境が整ったまち

安心・安全まちづくり条例…条例案を提出し条例制定とともに犯罪防止の
ため、地域社会における市民の自主的な活動、犯罪の防止に配慮した環

境の整備など具体的な活動を推進します

都市計画道路東３・４・１９号線の整備…道路築造費を平準化するため計画的
に整備します。１７年度は中央図書館前から神明通りまでの築造を行います

道路、橋梁（りょう）の整備…市道５路線の整備、神明橋等の架け替え工事
や経年劣化したＵ字溝蓋（ふた）掛け等の道路排水施設の更新を進めます

災害情報・緊急メールシステムの構築…聴覚障害者への災害情報伝達と聴
覚障害者からの緊急通報をメールで行えるシステムを都内で初めて同時

に稼動させます

事務事業の見直し

　昨年１１月に市民の皆様に明らかにした３３４項目の改革・改善事務事業につ

いて、１７年度コスト削減を行う事業は３０５事業となりました。この結果、歳

出一般財源の対前年度削減額７億２,９８１万円のうちおよそ７２％強に当たる

５億３,１０２万円余の一般財源額の削減を行うことができました

－－ 17 年 度 の 主 な 新 規 事 業17 年 度 の 主 な 新 規 事 業 －－
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道
路
・
水
路（
旧
法
定
外 

公
共
物
）
管
理
者 

が

変

わ

り

ま

す

　

４
月
１
日
か
ら
、
道
路
法
・

河
川
法
等
の
公
物
管
理
に
関
す

る
法
律
の
適
用
や
準
用
を
受
け

な
い
道
路
や
水
路
に
つ
い
て
、

そ
の
機
能
の
有
無
に
よ
り
境
界

確
定
や
売
り
払
い
等
の
手
続
き

が
変
わ
り
ま
す
。

　

※
公
図
や
現
況
等
で
は
財
産

管
理
者
が
明
確
で
な
い
た
め
、

管
理
課
（
市
役
所
５
階
）
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。　

　

▼
道
路
・
水
路
と
し
て
の
機

能
を
失
っ
て
い
る
も
の
＝
財
務

省
（
財
務
局
・
財
務
事
務
所
・

出
張
所
）
の
管
理
と
な
り
ま
す
。

境
界
確
定
や
売
り
払
い
（
用
途

廃
止
手
続
き
が
不
要
と
な
り
ま

す
）
は
財
務
局
で
行
い
ま
す

　

▼
道
路
・
水
路
と
し
て
の
機

能
を
有
し
て
い
る
も
の
＝
市
町

村
の
管
理
と
な
り
ま
す
。
境
界

確
定
や
売
り
払
い
は
市
町
村
で

行
い
ま
す

　

詳
し
く
は
関
東
財
務
局
東
京

財
務
事
務
所
立
川
出
張
所
管
財

課
�
０
４
２
・
５
２
４
・
２
１

９
５
へ
。

東
京
都
多
摩
老
人 

医
療
セ
ン
タ
ー
の 

運

営

を

移

管

　

都
で
は
、
地
域
医
療
の
充
実

を
図
る
た
め
、
４
月
１
日
に
東

京
都
多
摩
老
人
医
療
セ
ン
タ
ー

の
運
営
を
財
団
法
人
東
京
都
保

健
医
療
公
社
に
移
管
し
ま
す
。

　

移
管
後
は
、
診
療
対
象
を
こ

れ
ま
で
の
高
齢
者
専
門
か
ら
、

小
児
を
含
む
す
べ
て
の
年
齢
層

に
広
げ
、
名
称
も
「
多
摩
北
部

医
療
セ
ン
タ
ー
」
と
し
ま
す
。

同
セ
ン
タ
ー
は
、
地
域
の
医
療

機
関
等
と
の
連
携
を
一
層
強
め
、

地
域
の
皆
さ
ん
の
た
め
の
病
院

と
し
て
運
営
し
て
い
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
都
福
祉
保
健
局
施

設
経
営
課
�　

・
５
３
２
０
・

０３

４
５
８
６
へ
。

第

十

小

学

校 

臨
時
交
通
擁
護
員

　

▼
雇
用
期
間　

４
月
５
日（
火
）

〜
９
月　

日
（
金
）
▼
勤
務
日　

３０

月
曜
日
〜
金
曜
日
の
週
３
日
〜
４

日
間
▼
勤
務
地　

第
十
小
学
校
▼

勤
務
時
間　

１
日
４
時
間
①
午
前

７
時
半
〜
８
時
半
②
午
後
１
時
〜

４
時
。
▼
時
給　

①
１
０
３
０
円

②
９
３
０
円（
交
通
費
別
途
支
給
）

▼
応
募
方
法　

３
月　

日
（
火
）

２２

ま
で
に
、
市
販
の
履
歴
書
（
写
真

添
付
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

教
育
委
員
会
総
務
課
（
市
役
所
６

階
）
へ
本
人
が
持
参
を

　

詳
し
く
は
同
課
庶
務
係
�　

・
７０

７
７
７
５
へ
。
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第１回市議会定例会を開会中
　１７年度第１回市議会定例会が３月２日（水）～２８日

（月）の２７日間の日程で開会中です。

　今回の議会に上程された主な市長提出議案は次の

通りです。
　▼東久留米市安全・安心まちづくり条例▼東久留

米市個人情報保護条例▼東久留米市人事行政の運営

等の状況の公表に関する条例▼東久留米市職員の給

与に関する条例の一部を改正する条例▼東久留米市

税条例の一部を改正する条例（２議案）▼東久留米市

中小企業勤労者福利厚生資金融資条例を廃止する条

例▼東久留米市難病者福祉手当条例の一部を改正す

る条例▼東久留米市立さいわい福祉センター条例の

一部を改正する条例▼東久留米市福祉会館条例の一

部を改正する条例▼東久留米市立児童館条例の一部

を改正する条例▼東久留米市乳幼児の医療費の助成

に関する条例の一部を改正する条例▼東久留米市児

童保育運営費徴収条例の一部を改正する条例▼東久

留米市スポーツセンター条例の一部を改正する条例

▼東久留米市都市公園条例の一部を改正する条例▼

１７年度東久留米市一般会計予算、国民健康保険・老

人保健・介護保険・下水道事業・受託水道事業特別

会計予算、など２９議案

　詳しくは議会事務局�７０・７７８９へ。

　

市
営
自
転
車
等
駐
車
場
で
は
、

４
月
１
日
か
ら
の
利
用
登
録
分
に
、

ま
だ
、
空
き
の
あ
る
駐
車
場
が
あ

り
ま
す
。
通
勤
・
通
学
等
で
常
時

利
用
を
す
る
方
で
、
利
用
登
録
を

希
望
す
る
方
は
、
こ
の
機
会
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　

随
時
分
で
申
し
込
み
で
き
る
駐

車
場
は
、
次
の
①
②
の
駐
車
場
の

み
と
な
り
ま
す
。

　

※
い
ず
れ
の
駐
車
場
も
駐
車
台

数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
願
く
だ
さ
い
。

　
【
利
用
登
録
対
象
駐
車
場
（ 
下

表
参
照
）】

　

①
駅
東
口
側
＝
東
第
２
自
転
車

等
駐
車
場
（
２
階
・
自
転
車
の
み
）、

東
第
８
自
転
車
等
駐
車
場
（
自
転

車
の
み
）

　

②
駅
西
口
側
＝
西
第
４
・
西
第

６
・
西
第
７
の
各
自
転
車
等
駐
車

場
（
自
転
車
お
よ
び
原
付
）

　
【
受
付
日
時
・
会
場
】

　

①
駅
東
口
側
＝
３
月　

日（
木
）

１７

自
転
車
等
駐
車
場
の
随
時
分 

利
用
登
録
を
受
け
付
け

午
前
９
時
〜　

時
が
市
民
プ
ラ
ザ

１１

ホ
ー
ル
、
午
後
１
時
〜
４
時
が
市

役
所
２
階
２
０
１
会
議
室
で
。　
１８

日
（
金
）
以
降
の
午
前
９
時
〜
午

後
４
時
が
同
会
議
室
で
。

　

②
駅
西
口
側
＝
３
月　

日（
金
）

１８

午
前
９
時
〜　

時
が
市
民
プ
ラ
ザ

１１

ホ
ー
ル
、
午
後
１
時
〜
４
時
が
市

役
所
２
階
２
０
１
会
議
室
で
。　
２２

日
（
火
）
以
降
の
午
前
９
時
〜
午

後
４
時
が
同
会
議
室
で
。

　

※
平
日
の
正
午
〜
午
後
１
時
と

土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
。

　
【
登
録
申
請
書
・
要
項
の
配
布
】

地
域
政
策
課
（
市
役
所
５
階
）
と

上
の
原
・
滝
山
・
ひ
ば
り
が
丘
の

各
出
張
所
お
よ
び
東
第
９
・
西
第

７
自
転
車
等
駐
車
場
で
配
布
中

　

詳
し
く
は
同
課
都
市
交
通
係
�

　

・
７
７
６
４
へ
。

７０

　放置禁止区域と
　市営自転車等駐車場

利用登録対象駐車場の空き状況
原付自転車②駅西口側駐車場原付自転車①駅東口側駐車場

４０３００西 第４
０２１６

（２階のみ）
東 第２

１５４００西 第６
４０２９４西 第７０１７東 第８

※　　内は、自転車等の 
放置禁止区域です。


